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文科省が定めるＳＳＷの役割 

   

①問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け 
 

 

②関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整 
 

 

③学校内におけるチーム体制の構築、支援 
 

 

④保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供 
 

 

⑤教職員等への研修活動等 

ＳＳＷの役割 

関係機関 家庭・地域 

小学校拠点のメリット 

• 子どもの家庭での生活状況を把握しやす
い （連絡帳、留守家庭 など） 

 

• 初期介入をすることで、子どもの抱える問題
が大きくなる前に対応が出来る 

 

• 就学前保育→小学校→中学校という環境の
変わり目に、継ぎ目の無い支援が出来る 



2 

校内巡回 

給食時間 

SSWの活動内容
（学校内） 

休み時間 

個別支援 

SSWの活動内容
（学校内） 

SSWの活動内容
（学校外） 

SSWの活動内容
（学校外） 

福岡市こども総合相談センター 

教育委員会 

教育相談課 

児童相談所 

緊急 
支援課 

こども支援課 こども相談課 

非行・養護担当 

障がい・育成担当 

里親担当 

施設調整担当 

総合相談窓口 

心理相談担当 

一時保護所 

思春期担当 

適応指導教室 

教育相談担当 

SSW・SC 

サテライト教室 

少年サポートセンター 

少年の立ち直り支援 

少年相談 

街頭補導 
他 
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支援の合言葉・・・ 


